
都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

9
月
10
日
は

「
屋
外
広
告
物
の
日
」

は
り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
、

広
告
板
、
広
告
塔
な
ど
の
屋
外
広

告
物
の
設
置
に
は
、
街
の
美
観
や

自
然
環
境
を
守
る
た
め
、
屋
外
広

告
物
条
例
に
よ
る
一
定
の
制
限
が

あ
り
ま
す
。

設
置
場
所
に
よ
り
規
制
の
内
容

が
異
な
る
た
め（
一
部
改
正
有
）、

事
前
に
都
市
計
画
課
屋
外
広
告
物

担
当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
県
内
で
屋
外
広
告
業
を

営
む
た
め
に
は
、
事
前
に
知
事
の

登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
条
例
を
守
り
、
美
し

い
愛
知
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
3
8

公
共
下
水
道
事
業
の

計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

縦
覧
期
間　
9
月
1
日
㈭
〜
15
日

㈭（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分
縦
覧
場
所　
下
水
道
課（
本
館
2

階
）

※
縦
覧
期
間
中
、
縦
覧
内
容
に
対

し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
の
調
査
に

ご
協
力
を

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
税
務
収
納
課
職
員
が

伺
っ
て
、
建
築
確
認
申
請
書
、
見

積
書
な
ど
の
資
料
を
見
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
場
合
は
税
務
収
納
課
へ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

○
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き（
店
舗
な
ど
を
居
住
用
建

物
へ
変
更
、
居
住
用
建
物
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
店
舗
な
ど
へ

変
更
し
た
と
き
）

○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）
を
変
更
し
た
と
き（
住
宅

用
地
を
畑
へ
変
更
、
畑
を
駐
車

場
へ
変
更
し
た
と
き
な
ど
）

※
土
地
利
用
が
居
住
用
宅
地
・
非

居
住
用
宅
地
に
よ
り
税
額
の
算

出
方
法
が
異
な
り
、
居
住
用
宅

地
と
認
め
ら
れ
る
と
税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

学
校
教
育
課
1
66
◆

1
1
6
5

私
立
高
等
学
校
等

授
業
料
補
助
制
度

市
で
は
、
私
立
高
等
学
校
、
私

立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
就
学
し

て
い
る
生
徒
を
持
つ
世
帯
の
負
担

を
軽
く
す
る
た
め
、
所
得
に
応
じ

て
授
業
料
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
　
象　
10
月
1
日
現
在
、
生
徒

の
保
護
者
の
住
所
が
市
内
に
あ

る
方

所
得
基
準　

市
民
税
所
得
割
額

が
24
万
4
千
500
円
未
満
の
世
帯

（
父
母
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
が
あ

る
世
帯
は
合
算
。
ま
た
父
母
の

他
に
所
得
税
法
上
の
生
徒
の
扶

養
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
分

も
合
算
）

申
し
込
み　
お
子
さ
ん
が
在
学

す
る
私
立
高
等
学
校
、
専
修
学

校
に
指
定
す
る
期
日（
10
月
下

旬
）
ま
で
。
ま
た
、
学
校
教
育

課
へ
直
接
申
し
込
む
場
合
は
10

月
28
日
㈮
ま
で
。

図
書
館
1
69
◆

3
7
0
6

図
書
館
特
別
休
館

特
別
整
理
期
間
の
た
め
、
9
月

21
日
㈬
〜
30
日
㈮
を
休
館
し
ま

す
。ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

ユ
ト
リ
ー
ナ
情
報

★
敬
老
の
日
感
謝
デ
ー

と
　
き　
9
月
19
日
㈷

　

午
前
10
時
〜
午
後
8
時

内
　
容　
バ
ー
デ
利
用
無
料

※
お
風
呂
は
別
料
金
が
必
要

対
　
象　
65
歳
以
上
の
方

※
年
齢
を
証
明
で
き
る
物
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
ユ
ト
リ
ー
ナ
蒲
郡

　

☎
57
◆

０
１
２
３

消
防
本
部
予
防
課
1
68
◆

0
9
3
8

第
4
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

と
　
き　
10
月
10
日
㈷

と
こ
ろ　
名
古
屋
市
内

対
　
象　
一
般（
高
校
生
を
含
む
）

試
験
の
種
類　
乙
種
全
類
・
丙
種

申
し
込
み　
8
月
29
日
㈪
〜
9
月

7
日
㈬
に
、
願
書（
消
防
本
部
、

消
防
署
東
部
・
西
部
出
張
所
に

あ
り
ま
す
）を
直
接
ま
た
は
郵

送
で
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

愛
知
県
支
部（
〒
461-

０
０
１

１
名
古
屋
市
東
区
白
壁
1-

50

愛
知
県
白
壁
庁
舎
内
）
へ
。
電

子
申
請（http://w

w
w
.shou

bo-shiken.or.jp

）も
で
き
ま

す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

東
日
本
大
震
災
義
援
金

に
つ
い
て

被
災
さ
れ
た
方
に
は
、
心
か
ら

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
義
援
金
は
、

4
月
下
旬
以
降
、「
義
援
金
配
分

委
員
会
」を
通
じ
て
被
災
さ
れ
た

方
々
へ
の
配
分
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。皆

さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
義
援
金
は
、
全
額
が
被
災
さ
れ

た
方
々
の
手
元
に
届
け
ら
れ
、
日

本
赤
十
字
社
が
手
数
料
な
ど
を
徴

収
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

市
役
所
に
寄
せ
ら
れ
た
義
援
金

の
合
計
額
は
、
3
千
571
万
3
千
995

円（
8
月
15
日
現
在
）
で
す
。
全

額
日
本
赤
十
字
社
へ
送
金
し
ま
し

た
。皆

さ
ん
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援

に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
と

も
引
き
続
き
の
ご
協
力
を
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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